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　家
族
で
市
外
に
転
出

す
る
予
定
で
す
。
乳
児

の
健
康
診
査
受
診
票
や
予
防
接

種
の
予
診
票
は
転
出
先
で
も
使

え
ま
す
か
。　現

在
持
っ
て
い
る
受

診
票
お
よ
び
予
診
票
は
、

観
音
寺
市
に
住
所
が
あ
る
人
し

か
使
え
ま
せ
ん
。
転
出
先
の
自

治
体
へ
問
い
合
わ
せ
、
交
換
等

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
も
、
各
自
治
体
に
よ
っ
て
違

い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

健
康
増
進
課
☎
２３

−

３
９
６
４

　現
在
、
観
音
寺
市

の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
ま
す
。
４
月
か
ら

は
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
す

る
予
定
で
す
。
国
民
健
康
保
険

に
関
し
て
必
要
な
手
続
き
は
あ

り
ま
す
か
。　健

康
増
進
課
の
窓

口
で
、
国
民
健
康
保

険
を
離
脱
す
る
手
続
き
が
必
要

で
す
。
届
け
出
が
な
い
限
り
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
喪
失

さ
れ
ず
、
国
民
健
康
保
険
税
も

か
か
っ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

○

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証 

○

新
た
に
職
場
で
交
付
さ
れ
た

健
康
保
険
被
保
険
者
証

○

印
鑑

　○
年
金
手
帳

○

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

が
分
か
る
も
の

　子
ど
も
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
通
知
カ
ー
ド
を
紛

失
し
、
個
人
番
号
が
分
か
り
ま
せ

ん
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
の
再
発
行
を
し

て
く
だ
さ
い
。
再
発
行
の
申
請

は
、
市
民
課
や
各
支
所
で
で
き

ま
す
。

①
申
請
に
は
、
法
定
代
理
人

（
親
権
者
）
の
本
人
確
認
書
類

（
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
）、

印
鑑
、
子
ど
も
の
保
険
証
と

医
療
の
受
給
者
証
な
ど
２
点
、

手
数
料
５
０
０
円
が
必
要
で

す
。

②
申
請
か
ら
約
１
カ
月
後
に
総

務
省
か
ら
簡
易
書
留
郵
便
で

郵
送
さ
れ
ま
す
。

　な
お
、
早
急
に
個
人
番
号
を

確
認
し
た
い
と
い
う
場
合
は
、

個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
場
合
は
、
法
定
代
理
人
（
親

権
者
）
の
本
人
確
認
書
類
と
印

鑑
、
手
数
料
３
５
０
円
が
必
要

で
す
。

　
　市
民
課
☎
２３

−

３
９
２
４

　退
職
後
、
時
間
が
で

き
た
の
で
野
菜
や
花
を

自
家
栽
培
し
た
い
が
、
農
地
が

あ
り
ま
せ
ん
。
家
庭
菜
園
の
た

め
に
農
地
を
借
り
る
方
法
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

　市
に
は
農
家
以
外
の

人
に
、
野
菜
や
花
作
り

の
経
験
を
通
し
、
土
に
親
し
み

農
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
貸

付
農
園
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

農
園
が
あ
り
ま
す
。

○

場
所

大
野
原
町
大
野
原
１
２
３
７

番
地
（
辻
中
自
治
会
館
隣
）

○

面
積

　１
区
画
２８
～
３１
㎡

○

料
金
（
年
額
）

　一
区
画
当
た
り
３
０
０
０
円

○

貸
付
期
間

　４
月
１
日
～
３
月
３１
日

　（
１
年
契
約
、
更
新
可
）

○

対
象

　市
内
在
住
の
人

○

設
備

　給
水
設
備
、
駐
車
場

　申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

農
林
水
産
課
☎
２３

−

３
９
３
１

　ま
た
国
民
健
康
保
険
離
脱
の

手
続
き
は
、
家
族
な
ど
代
理
の

人
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

健
康
増
進
課
☎
２３

−

３
９
２
７

　市
に
対
し
て
意
見
や

質
問
が
あ
る
場
合
は
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　「
市
長
へ
の
手
紙
」

と
い
う
方
法
が
あ
り
ま

す
。
市
政
に
対
す
る
建
設
的
な

ご
意
見
や
ご
提
案
に
市
長
が
直

接
目
を
通
し
、
必
要
に
応
じ
て

関
係
部
局
に
指
示
す
る
な
ど
、

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
反
映
さ

せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
専

用
の
記
入
用
紙
と
封
筒
、
投
函

箱
は
、
本
庁
舎
の
市
民
課
前
待

合
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
匿
名
の
場
合
に
は
、
返
答

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る

限
り
氏
名
や
連
絡
先
等
の
記
入

を
お
願
い
し
ま
す
。

　ま
た
、
市
へ
の
ご
意
見
や
ご

質
問
は
、
電
子
メ
ー
ル
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
へ
の
ご

意
見
・
ご
質
問
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
　秘
書
課
☎
２３

−

３
９
１
５

　市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
希
望
あ
ふ
れ
る
毎
日
を
過
ご
せ

る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
や
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
、
社
会
の
変
化
に
伴
い
複
雑
化

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ご

質
問
・
ご
意
見
を
、
回
答
と
合
わ
せ
て
お
伝
え
し
ま
す
。

Q 
& 

A

A

A

A

A

A

Q

Q

Q

Q

Q

　平
成
２９
年
度
（
平
成
２８
年
中

の
収
入
・
所
得
）
の
市
民
税
・

県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
等

の
申
告
に
関
す
る
申
告
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　申
告
の
詳
し
い
内
容
は
広
報

か
ん
お
ん
じ
１
月
号
４
、
５
ペ

ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○

平
成
２８
年
中
に
事
業
所
得
や

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
っ
た

人
○

源
泉
徴
収
さ
れ
た
給
与
所
得

の
み
の
人
は
申
告
が
不
要
で

す
が
、
次
の
①
～
③
に
該
当

す
る
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

①
農
業
や
家
賃
、
生
命
保
険
一

時
金
、
年
金
、
損
害
保
険
返

戻
金
な
ど
の
給
与
以
外
の
所

得
が
あ
る
人
（
給
与
以
外
の

所
得
が
２０
万
円
以
下
の
場
合
、

所
得
税
の
申
告
は
不
要
で
す

が
、
市
・
県
民
税
は
所
得
金

額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
申

告
が
必
要
で
す
）

②
日
給
な
ど
で
働
い
て
い
る
人

や
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の

支
払
い
を
受
け
て
い
る
人
で
、

年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い

人
③
医
療
費
控
除
や
雑
損
控
除
、

寄
附
金
控
除
な
ど
を
受
け
よ

う
と
す
る
人

○

平
成
２８
年
中
の
収
入
が
な
い

場
合
で
も
、
次
に
該
当
す
る

人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
（
申
告
を
し
て
い
な

い
と
、
軽
減
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

・
市
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
る

人
・
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
や
児
童
手
当
な
ど
の
受
給

資
格
の
認
定
を
受
け
る
人

・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

交
付
が
必
要
な
人

　平
成
２８
年
分
の
申
告
か
ら
、

確
定
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
。
申
告
の
際
に
は
、
本

人
確
認
書
類
の
写
し
の
添
付

（
税
務
署
で
は
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
）
が
必
要
で
す
。

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
を

　
　
　
　
　持
っ
て
い
る
人

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
み

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
を

　
　
　
　持
っ
て
い
な
い
人

・
通
知
カ
ー
ド
等
＋
運
転
免

許
証
や
保
険
証
等
の
身
元

確
認
書
類

※
扶
養
親
族
に
つ
い
て
も
申

告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
で
す
。

　観
音
寺
税
務
署

　
　
　
　☎

２５

−

２
１
９
１

市民税・県民税
国民健康保険税等

の申告
税務課市民税係　☎２３－３９２２

　申
告
が
必
要
な
人

問い合わせ先

受付日 受付会場
申　　告　　受　　付　　地　　区

午前（９：００～１２：００）　　 午後（１３：００～１６：００）　　

３月１日（水） 大野原
中央公民館
３階講義室

（大野原支所）

赤岡、東村 中央、安井

２日（木） 花稲北、本村 中林、先林

３日（金）
市役所２階
２０３会議室

茂木町、茂西町、上市、川原、有明町、
八幡町、天神町

坂本町、幸町、明星、殿、中央、柳、青柳、
三架橋通、駅通、栄町、昭和町、七間橋、
中洲、中新、若宮、春日、大和、上若

４日（土） 伊吹支所 伊吹町 伊吹町

６日（月）

市役所２階
２０３会議室

南町、港町、西本町、蛭子、琴浪町、
瀬戸町、三本松町

植田町

７日（火） 流岡町 村黒町、出作町

８日（水） 新田町　 池之尻町

９日（木） 原町、柞田町（中出、上出）　 柞田町（黒渕、下出）　　

１０日（金） 柞田町（八丁、山王、下野、北岡、玉田） 柞田町（大畑、油井、山田）

１３日（月）
粟井町（上野、奥谷、宮下団地）、
木之郷町

粟井町（出晴、信末、本庄、常次、竹成）

１４日（火） 吉岡町、本大町　　 中田井町、古川町

１５日（水） 室本町、高屋町（西上、西下） 高屋町（西上、西下以外）

平成２９年度（平成２８年分）申告相談日程表

申
告
相
談（
確
定
申
告
）時
の

　
　
　
　
　
　
　
　お
願
い
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　その他にも、自治会は地域内の各種団体と

協力して活動しています。

　自治会への加入方法など、詳しくは地域の

自治会や各公民館へ問い合わせてください。

問い合わせ先　地域支援課　☎２３－３９４９

　平成２９年度からコンビニエンスストアと四

国４県内の郵便局・ゆうちょ銀行でも市税が

納付できるようになります。納付書は期別ご

とに１枚１枚分かれているので（単票形式）、

期別を間違えないよう、納期限をよく確かめ

て、金融機関またはコンビニエンスストアな

どで納付してください。

　対象となる税目

○市県民税（普通徴収）

○固定資産税・都市計画税

○軽自動車税

○国民健康保険税（普通徴収）

　進学や就職などで引っ越しをした人は、原

則、引っ越し先の寮やアパートなどが住所地

になります。住民票は、選挙人名簿など各種

の登録や行政サービスにつながる大切な情報

ですので、忘れず移しましょう。

引っ越しをした人は注意が必要です！

　選挙で投票する場合は、原則として住民票

のある市区町村ですることになります。

　異なる市区町村に転出した人で、住民票を

移していない、または住民票を移して３カ月

経過していない場合は、新しい住所地では投

票できません。

引っ越して３カ月経たずに選挙があるときは

　国政選挙では、旧住所地に３カ月以上住ん

でいる場合は、投票日当日に、旧住所地の投

票所で投票するか、投票日前でも旧住所地の

期日前投票所で投票することができます。選

挙期間中に旧住所地に行くことができない場

合は、不在者投票を活用できます。

※都道府県や市区町村の選挙は、区域外に転

出すると、投票をすることはできません。

　年度末・年度初めの日曜日に住民異動な

どの手続きができるように、次の日曜日に

市役所の窓口を一部開庁します。

３月２６日（日）、４月２日（日）

午前８時３０分～午後５時１５分

　  　　　（本庁のみ実施）

　市民課　　　　　☎２３－３９２４

　税務課　　　　　☎２３－３９２２

　健康増進課　　　☎２３－３９２７

　子育て支援課　　☎２３－３９６２

　学校教育課　　　☎２３－３９３８

他市町村に連絡や確認が必要な業務は、

対応できない場合があります。詳しくは

各担当課へ問い合わせてください。

　自治会は、その地域に住む人たちが会費や運営方

法などをみんなで決めて活動する自主的で自立した

団体で、地域コミュニティの中心的役割を担ってい

ます。しかし近年、都市化の進展や若者世帯のアパ

ート住まいなどが影響し、自治会未加入世帯の増加

などにより、地域のつながりが希薄化しています。

さらに地域が本来もっている相互扶助の機能が低下

してきており、自治会の再編やコミュニティの単位

の規模拡大等の検討が必要になっています。

交通事故を防止するた

めの活動や犯罪からま

ちを守るための防犯パ

トロールなどを実施

地震等による災害に備え、

自主防災組織による防災

訓練を行うことで、災害

時の助け合い活動の向上

が期待できる

地域の祭りや運動会などのイ

ベントに参加して、住民同士

の親睦を深めることで、ふれ

あいのあるまちづくりができ、

隣近所でお互いに支え合う関

係ができる

自治会広報紙の発行や市

役所等からのお知らせの

回覧など、地域の身近な

情報を提供し、情報の共

有を図っている

ゴミ集積所の管理と清

掃、道路や公園などの

清掃、花の植栽など

　注　意

　次の場合はコンビニエンスストアでは納

付できません。

○金額を訂正したもの

○バーコード印字がないもの

○バーコードの読み取りができないもの

○納付額が３０万円を超えるもの

○利用期限が過ぎたもの

　四国４県内の郵便局・ゆうちょ銀行での

納付も納期限を過ぎるとできません。

　問い合わせ先

　税務課収納係　☎２３－３９２２

【不在者投票の手続き】

①投票用紙の請求　

　「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記

入し、選挙人名簿に登録されている選挙管理委

員会に郵送してください。請求書は市ホームペ

ージからもダウンロードできます。

②投票用紙等（次の３点）の受け取り

　・投票用封筒

　・投票用紙

　・不在者投票証明書

③不在者投票

　郵送された②の投票用紙等を開封せず、その

まま最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参

し、係員の指示に従って投票をしてください。

※投票用紙にあらかじめ記入したり、不在者投

票証明書を開封したりすると無効になります

ので注意してください。

　投票先の選挙管理委員会の場所や受付時間等

を確認の上、郵便でのやりとりがありますので

余裕をもって手続きをしてください。

問い合わせ先

　選挙管理委員会事務局　☎２３－３９４５

今月の開催予定
●公文書写学習者作品展および競写会

　日時　３月１９日（日）午前９時～　※無料

　場所　豊浜公会堂

　主催　公文観音寺豊中書写教室

　問い合わせ先

　　　　☎０９０－４４７２－４９３５（土田）

●第３１回しらゆり会ピアノ発表会

　日時　３月１９日（日）午後１時開演　※無料

　場所　観音寺グランドホテル パールの間

　主催　しらゆり会

　問い合わせ先

　　　　しらゆり会事務局　☎２３－２７３８

　冠事業とは、４月１日に開館する市民会館を開

館前に広くアピールすることを目的に、市内で活

動している文化芸術団体が、指定する冠称を付け

実施する事業のことです。

　そのような中で、平成２８年４月の熊本地

震における被災地では、日ごろの近所付き

合いを土台に、助け合う住民の姿が多く見

られ、「地域コミュニティの絆がいかに大切

か痛感した」という声がありました。

　日常生活の中で発生するさまざまな問題

も自治会に相談することで、迅速的確に対

応してもらえ、より安全で安心な生活がも

たらされます。

市税の納付場所を増やします 引っ越したら住民票を移しましょう！

年度末・年度初めの
日曜日に市役所を開庁します

市民会館開館記念冠事業

みんなで育てよう・つくろう
地 域 の 絆 ・ 自 治 会 の 輪

交通安全・防犯活動

防災活動 レクリエーション活動

情報提供活動 環境美化活動

注

実施する課

開庁日時
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生活環境課　☎２５－２６９８

　市では香川県獣医師会の協力で狂犬病予防注射

（集合注射）を実施します。案内はがきの問診票に記

入して、必ず会場に持ってきてください。日時や場

所は下表で確認してください。

※今回から、瀬戸一丁目自治会館は瀬戸三丁目自治

会館に会場が変わりました。注意してください。

◆予防注射手数料＝２，８５０円

　（予防注射＝２，３００円、注射済票＝５５０円）

◆新規登録手数料＝３，０００円

　新しく犬を飼い始めたときは登録が必要です。

　下表の会場と香川県獣医師会指定動物病院以外で

予防注射を受けたときは、注射済証明書を生活環境

課または各支所に持参し、必ず注射済票の交付を受

けてください。

　（注射済票の交付手数料＝５５０円）

種目 団　体　名 練　習　日 練　習　場　所 対　象 代表者 電話番号

少
林
寺
拳
法

少林寺拳法琴弾 月、水、金
月、水＝観音寺警察署武道場
金＝琴弾道院専有道場（七間橋）

幼稚園児～一般（市外可）倉本　亘康 ８２－２５３５

少林寺拳法観音寺 火、土 支部道場 幼稚園児～高校生 大西　文雄 ２４－２７３０

少林寺拳法観音寺中央 月、水、金 茂木会館 幼稚園児～一般（市外可）高井　信雄 ２７－７１２１

少林寺拳法粟井 火、水、金
火、金＝粟井小学校体育館
水＝大西道場（支部道場）

幼稚園児～一般（市外可）行天　常夫
２７－８１５３

０９０－２７８６－４００４

少林寺拳法大野原 水、金 大野原中学校武道場 幼稚園児～一般（市外可）伊達　義明 ０９０－９５５１－５７０８

少林寺拳法豊南 火、木 大野原中学校体育館 幼稚園児～一般（市外可）石川美貴雄 ０９０－２７８７－１１０８

少林寺拳法豊浜 火、金 豊浜中学校武道場 幼稚園児～一般（市外可）長谷川武志 ５２－４１２７

少林寺拳法観音寺西 水、金 中部中学校武道場 幼稚園児～一般（市外可）牧野　博幸 ２４－４３７９

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

観音寺ミニバスケットボール 月、木、日、祝 観音寺小学校体育館 小学生 藤原　和秀 ０９０－４７８７－８１４４

大野原ミニバスケットボールクラブ
イーグルス

月、水、金
大野原農業者
トレーニングセンター

小学生 長田　　正 ５４－４３７２

紀伊ミニバスケットボールクラブ
ドルフィンズ

水、土、日 紀伊体育館 小学生 武田　邦広 ２７－９８１６

一ノ谷ミニバスケットボール 水、金 一ノ谷小学校体育館 小学生（一ノ谷小学校区）宮内　　純 ０８０－６３９７－１２８１

柔道 観音寺西柔道 水、金 大塚柔道塾道場 幼稚園児～高校生（市外可） 大塚　幹夫 ２４－５０１５

サ
ッ
カ
ー

観音寺グローサー
ジュニア
サッカースクール

火＝２・３年生・女子全学年
木＝４・５・６年生
金＝女子全学年
土、日、祝＝男女全学年

（５歳児～６年生）

火＝観音寺東公民館体育館
木＝観音寺中学校
金＝観音寺東公民館体育館
土、日、祝＝観音寺小学校

５歳児～小学生（市外可）
（女子チーム有）

三好　恭治
０９０－４９７６－５８５０

（連絡先）
新岡　昭博

柞田サッカー
火（２年生休み）
木（１年生休み）
日（第１・３）

火、木＝総合運動公園
日＝山田ふれあい緑地公園

小学生（柞田小学校区） 米谷　哲也 ０９０－４５０８－１９３５

パステルジュニア
フットボールクラブ

金（ナイター）
日（キッズは隔週夕方）

金＝総合運動公園
日＝常磐、豊田小学校

（キッズは豊田小学校体育館）

幼稚園児、小学生（市外可）
（女子・キッズチーム有）

大西　孝康 ２４－８５６７

一ノ谷ＦＣ
火、金（ナイター）
土（隔週）

一ノ谷小学校 幼稚園児、小学生（市外可） 中川　孝治 ５７－６０３５

大野原ＦＣ 火・木（ナイター）
火＝萩原グラウンド
木＝大野原小学校

幼稚園児，小学生（市外可） 岩木　正樹 ２７－６２５２

常磐ＳＣ
金（ナイター）
日　

常磐小学校 小学生（市外可） 矢野　裕幸 ２４－０２８７

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

粟井スポーツ少年団
水、金（ナイター）
土

粟井小学校 小学生 真鍋　　勉 ２７－９０３０

観音寺少年
ソフトボールクラブ

水
土、日、祝

水＝観音寺小学校体育館
土、日、祝＝観音寺小学校

小学生（観音寺小学校１
年生～６年生）

佐久間哲哉 ２５－３４１８

常磐少年
ソフトボールクラブ

木（ナイター）
土、日

常磐小学校 小学生 久保　元基 ２４－１６３０

大野原グランパス
水、金（ナイター）
土、日

大野原小学校 小学生 矢野　晶三 ０９０－４９７８－６００１

軟
式
野
球

観音寺マリンズ
水、金（ナイター）
土、日、祝

高室小学校
観音寺小学校（偶数週の土、日）

小学生
（男女とも可）（市外可）

中田　康伸 ０９０－９５５５－１８２８

豊田パンサーズ 土、日、祝 豊田小学校 小学生（市外可） 福村　祥正 ２７－６７７１

豊浜少年野球
火、木（ナイター）
土、日、祝

豊浜小学校
小学生（豊浜、大野原小
学校２年生～６年生）

田中　広志 ０９０－６８８８－４２４３

柞田ＹＡ球王Ｊｒ． 水、土、日 柞田小学校 小学生 高橋　　司 ２３－１６０６

バレー
ボール

大野原オアシス 火、木、土
大野原農業者
トレーニングセンター

小学生、中学生
（男女とも可）（市外可）

井下　隆志 ５２－２８６４

空手
大野原空手道クラブ 月、金 大野原中学校体育館 幼稚園児～一般 久保　孝博 ５４－５６８５

和道会豊浜 月、金 豊浜小学校体育館 幼児～一般（市外可） 合田　淳志 ５２－１０２２

バドミ
ントン

中部ジュニア
バドミントンクラブ

火、日
火＝萩原体育館
日＝中部中学校体育館

小学生（市外可） 森　　泰広 ２５－３８０２

リーダ
ー会等

観音寺
リーダーズクラブ

５月 いちご狩り
８月 デイキャンプ

５月 いちご園
８月 観音寺ファミリーキャンプ場

小学５年生～高校生
（市外可）

合田　　弘 ０９０－７１４４－３６４７

合気道 合気道　ひうち合気会 日 中部中学校武道場 小学４年生～一般（市外可） 河野　義則 ０９０－４６１３－０５９５

　狂犬病は発症すると効果的な治療法がなく、

死亡率がほぼ１００％の人畜共通の感染症です。

わが国では近年発症例はありませんが、国外で

は年間約数万人が犠牲になっています。年１回

の予防注射を必ず受けてください。

　犬は放し飼いにしない　 　散歩の時のフンは持ち帰る　 　野良犬に食べ物を与えない

観音寺地区 大野原地区

４月
８日（土）

木之郷公民館（木之郷コミュニティセンター） 　９：００～　９：３５

４月
８日（土）

福田原公民館 　９：００～　９：３５

粟井公民館 　９：４５～１０：２５ 農協紀伊支店出荷場 　９：５０～１０：２５

奥谷自治会館 １０：４５～１１：０５ 安井公民館（旧） １０：４０～１１：０５

豊田公民館 １１：２５～１２：００ 中姫公民館（中姫ふれあい会館） １１：２０～１２：００

９日（日）

黒嶋神社 　９：００～　９：３０

９日（日）

農協田野々出荷場 　９：００～　９：２０

一ノ谷公民館（一ノ谷総合コミュニティセンター） 　９：４５～１０：２５ 五郷活性化センター 　９：３５～１０：０５

吉岡町自治会館 １０：４０～１１：１５ 農協萩原支店出荷場 １０：２０～１１：１０

流岡公民館 １１：３５～１２：００ 大野原こどもセンター １１：２５～１２：００

１２日（水） 伊吹支所 １２：００～１３：００

１５日（土）

農協花稲倉庫 　９：００～　９：２０

１５日（土）

常磐公民館（常磐総合コミュニティセンター） 　９：００～　９：４０ 花稲研修センター 　９：３５～　９：５０

昭和自治会館 １０：００～１０：２５ 白坂自治会館 １０：０５～１０：３０

下出出荷場 １０：４０～１１：０５ 石砂集会場 １０：４５～１１：１０

中出自治会館 １１：２０～１２：００ 大野原会館 １１：２５～１２：００

１６日（日）

老人憩いの家 　９：００～　９：１５

境八幡神社 　９：３０～　９：５５

柞田公民館 １０：２０～１１：１５ 豊浜地区

八丁自治会館 １１：３０～１２：００

４月
１６日（日）

箕浦公民館 　９：００～　９：２０

２２日（土）

※瀬戸三丁目自治会館 　９：００～　９：３５ 豊浜西部集会所（関谷） 　９：３５～１０：００

西公民館 　９：５０～１０：１５ 本村公民館 １０：１５～１０：４０

薬師寺 １０：３０～１１：０５ 豊浜南部集会所（梶谷） １０：５５～１１：３０

上市コミュニティセンター １１：２０～１２：００ 雲岡公民館 １１：４０～１２：００

２３日（日）

高室公民館 　９：００～　９：３５

２２日（土）

ＪＲ豊浜駅前 　９：００～　９：４０

室本公民館（羅漢寺蓮光院） 　９：５０～１０：１０ 豊浜公会堂 　９：５５～１０：２５

室本町新田自治会館 １０：２５～１０：４５ 豊浜野球場（駐車場） １０：４０～１１：１５

観音寺市役所
社会福祉センター（社会福祉協議会）前 １１：００～１２：００ 豊浜支所 １１：３０～１２：００

平成２９年度　狂犬病予防注射日程表（集合注射）

日　　時 補充注射場所

５月１１日（木）

８：３０～９：００

はるひな動物病院（木之郷町）

☎２７－８９１２

狂犬病予防注射（集合注射・補充注射）

注意

◆集合注射とは別に補充注射の制度があります。

　集合注射に行けなかった人は、次の動物病院で

受けてください。

　　なお、集合注射、補充注射ともに都合がつか

なかった人は、香川県獣医師会指定の動物病院

で注射を受けてください。

　　（通常の診療時間でも接種可能です）

※詳細な問い合わせと申し込みは各団体代表者まで

スポーツ少年団
団員
募集
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